
我孫子市子育て支援施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する

条例（案）  

 

我孫子市子育て支援施設の設置及び管理に関する条例（平成２０年条例第３７

号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  改正前  

（名称及び位置）  （名称及び位置）  

第２条  支援施設の名称及び位置は、

次のとおりとする。  

第２条  支援施設の名称及び位置は、

次のとおりとする。  

 名称  位置    名称  位置   

 我孫子市子育

て支援センタ

ー 

略   我孫子市子育

て支援センタ

ー 

略   

 我孫子市立湖

北台保育園子

育て支援セン

ター  

我孫子市湖北台３

丁目１番 16号 

  我孫子市すく

すく広場  

我孫子市天王台１

丁目 24番４号  

 

     我孫子市わく

わく広場  

我孫子市湖北台３

丁目１番 15号 

 

     我孫子市すこ

やか広場  

我孫子市布佐平和

台５丁目１番１号  

 

  

 

附 則  

この条例は、令和３年７月１日から施行する。  


